
一定以上所得者の条件
（①または②に該当）
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平成20年４月からの特定健康診査、特定保健指導の流れ（国民健康保険加入者の場合）平成20年４月からの特定健康診査、特定保健指導の流れ（国民健康保険加入者の場合）

　

町
民
の
方
を
対
象
に
、
59
歳
ま
で

は
い
き
い
き
セ
ン
タ
ー
で
、
60
歳
以

上
の
方
は
医
療
機
関
で
行
っ
て
き
た

一
般
健
診
（
基
本
健
康
診
査
）
は
、

平
成
20
年
4
月
か
ら
、
特
定
健
康
診

査
（
特
定
健
診
）
・
特
定
保
健
指
導

に
変
わ
り
ま
す
。
川
越
町
で
は
、
よ

り
皆
さ
ん
に
と
っ
て
役
立
つ
健
診
・

保
健
指
導
を
実
施
す
る
た
め
、
今
年

度
に
「
川
越
町
国
民
健
康
保
険
特
定

健
康
診
査
等
実
施
計
画
」
を
作
成
し

ま
す
。
皆
さ
ん
の
健
康
管
理
と
正
し

い
生
活
習
慣
を
身
に
つ
け
る
た
め
に

一
緒
に
取
り
組
ん
で
行
き
ま
し
ょ
う
。

平
成
２０
年
度
か
ら
一
般
健
診
が

特
定
健
康
診
査
・
特
定
保
健
指
導
に
変
わ
り
ま
す

メ
タ
ボ
リ
ッ
ク

シ
ン
ド
ロ
ー
ム
と
は
？

 

内
蔵
死
亡
型
肥

満
と
高
血
圧
、
高

脂
血
、
高
血
糖
と

が
複
合
作
用
し
て

動
脈
硬
化
な
ど
を

引
き
起
こ
す
危
険

性
の
高
い
状
態
の

こ
と
。

川越町敬老会のご案内川越町敬老会のご案内
日　時　　９月17日（月・祝）
　　　　　　　　午前９時00分　開場
　　　　　　　　午前９時30分　開会
会　場　　あいあいホール
招待者　　満70歳以上
　　　　（昭和12年９月15日以前に生まれた方）
　 ※お祝い品を用意しておりますので、

当日出席できない方は、午前11時30分
までにご家族等の方が会場まで取りに
きていただきますようお願いします。

　長年にわたり、社会を築
き上げてこられたご高齢者
の方々をお祝いする敬老の
日に、町では長寿を
お祝いする敬老会を
開催しますので、お
誘いあわせのうえ、
ご出席ください。

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
を
更
新

　

保
険
証
が
カ
ー
ド
に
な
り
ま
す

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
を
更
新

　

保
険
証
が
カ
ー
ド
に
な
り
ま
す

国民健康保険 有効期限　　　平成２０年　９月３０日

被保険者氏名　　川越 次郎
生年月日　　　　昭和５０年　４月　１日　　性別　　男
資格取得年月日　平成１２年　４月　１日

世帯主氏名　　　川越太郎

世帯主住所　　　三重県三重郡川越町豊田一色２８０番地

保険者番号　　　２４０６２２
保険者名　　　三重県 川越町

被 保 険 者 証 交付年月日　　平成１９年１０月　１日

記号番号　　　１２３４５６

印

カワゴエ　ジロウ

国民健康保険 有効期限　　　平成２０年　３月３１日

被保険者氏名　　退職 太郎
生年月日　　　　昭和１５年　４月　１日　　性別　　男
資格取得年月日　平成１２年　４月　１日

世帯主氏名　　　退職太郎

世帯主住所　　　三重県三重郡川越町豊田一色３１４番地

保険者番号　　　６７２４０６２２
保険者名　　　三重県 川越町

被 保 険 者 証 交付年月日　　平成１９年１０月　１日

記号番号　　　２３４５６７

印

タイショク　タロウ

国民健康保険 有効期限　　　平成２０年　３月３１日

被保険者氏名　　退職 花子
生年月日　　　　昭和１５年　４月　１日　　性別　　女
資格取得年月日　平成１２年　４月　１日

世帯主氏名　　　退職太郎

世帯主住所　　　三重県三重郡川越町豊田一色３１４番地

保険者番号　　　６７２４０６２２
保険者名　　　三重県 川越町

被 保 険 者 証 交付年月日　　平成１９年１０月　１日

記号番号　　　２３４５６７

印

タイショク　ハナコ

①
脂質異常
②
高血圧
③
高血糖

２つ以上
該当の方

積
極
的

支
援

メタボリック
シンドローム
の該当者

１つ該当
の方

動
機
付
け

支
援

メタボリック
シンドローム
の予備群

40
歳
か
ら
70
歳
ま
で
の
国
民
健
康
保
険
加
入
者
の
方

特
定
保
健
指
導

内蔵脂肪型

肥満の方

情
報
提
供

生活習慣病の
発病危険度が
低い方

上記に該当
しない方

受
診
勧
奨

未受診の方未受診の方

医
療
と

連
携治療中の方治療中の方

特
定
健
康
診
査

特
定
健
診
・
特
定
保
健
指
導

と
は
？

　

生
活
習
慣
病
の
な
か
で
も
、
特
に
、

心
疾
患
、
脳
血
管
疾
患
等
の
発
症
の

原
因
と
な
り
や
す
い
糖
尿
病
、
高
血

圧
症
、
高
脂
血
症
等
を
患
う
方
や
そ

の
予
備
群
が
増
加
し
て
い
ま
す
。
し

か
し
、
き
ち
ん
と
し
た
生
活
習
慣
を

身
に
つ
け
れ
ば
、
心
疾
患
、
脳
血
管

疾
患
等
へ
の
進
展
や
重
症
化
を
予
防

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
早
い
段
階

で
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
に

着
目
し
た
保
健
指
導
を
行
い
、
生
活

習
慣
病
の
患
者
を
減
ら
す
こ
と
が
、

生
活
の
質
（
Ｑ
Ｏ
Ｌ
）
の
向
上
に
結

び
つ
く
か
ら
で
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　

福
祉
課　

℡
３
６
６
・
７
１
１
６

な
ぜ
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク

シ
ン
ド
ロ
ー
ム
に

着
目
す
る
の
？

 

実
施
主
体
は
、
み
な
さ
ん
が
加
入

し
て
い
る
健
康
保
険
の
「
保
険
者
」

で
す
。
川
越
町
国
民
健
康
保
険
に
加

入
し
て
い
る
方
は
、
川
越
町
が
特
定

健
診
・
特
定
保
健
指
導
を
行
い
ま
す
。

社
会
保
険
や
共
済
組
合
に
加
入
し
て

い
る
方
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
加
入
し
て

い
る
健
康
保
険
の
「
保
険
者
」
が
特

定
健
診
・
特
定
保
健
指
導
を
行
い
ま

す
。

●
注 

一
般
健
診
以
外
の
が
ん
検
診

等
は
医
療
保
険
に
関
係
な
く
従
来
ど

お
り
川
越
町
で
受
け
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

※社会保険等に加入している方は、「国民健康保険」を「社会保険等」に読み替えてください。

※１

　
　
　
　
　
　

国
の
医
療
制
度
改

革
に
よ
り
、
平
成
20
年
４
月
１
日

か
ら
75
歳
以
上
の
す
べ
て
の
か
た

（
※
２
）
を
対
象
と
す
る
独
立
し

た
高
齢
者
医
療
制
度
と
し
て
新
た

に
『
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
』
が

施
行
さ
れ
ま
す
。

　

※
２　

65
歳
以
上
で
一
定
の
障

害
が
あ
り
制
度
に
加
入
さ
れ
る
か

た
を
含
み
ま
す
。

お
知
ら
せ

１０
月
か
ら
は
カ
ー
ド
の
保
険
証

で
受
診
し
て
く
だ
さ
い

カード被保険者証サンプル（一般）

カード被保険者証サンプル（退職・本人）

カード被保険者証サンプル（退職・被扶養者）

退職･被扶養者

退職･被保険者本人

実
施
主
体
は
？

 

40
歳
以
上
75
歳
未
満
の
方
を
対
象

に
、
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム

（
※
1
）
に
着
目
し
た
健
診
・
保
健

指
導
で
す
。
「
特
定
健
診
」
は
、
生

活
習
慣
病
、
と
り
わ
け
メ
タ
ボ
リ
ッ

ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
の
該
当
者
や
予
備

群
を
減
少
さ
せ
る
た
め
、
保
健
指
導

を
必
要
と
す
る
対
象
者
を
把
握
す
る

た
め
の
健
診
で
す
。
「
特
定
保
健
指

導
」
は
「
特
定
健
診
」
で
把
握
し
た

対
象
者
に
応
じ
た
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク

シ
ン
ド
ロ
ー
ム
の
予
防
・
改
善
に

向
け
て
の
指
導
を
し
ま
す
。

問い合わせ先　福祉課　　℡３６６・７１１６

退
職
者
医
療
制
度
の
対
象
年
齢

が
６５
歳
未
満
に
な
り
ま
す

　

現
在
お
持
ち
の
国
民
健
康
保
険
被

保
険
者
証
（
保
険
証
）
の
有
効
期
限

は
9
月
30
日
ま
で
で
す
。
10
月
1
日

か
ら
の
保
険
証
は
9
月
中
に
一
斉
更

新
さ
れ
ま
す
。
今
回
の
更
新
か
ら
、

1
世
帯
ご
と
に
１
枚
の
保
険
証
か
ら
、

1
人
1
枚
の
カ
ー
ド
の
保
険
証
と
な

り
ま
す
。
保
険
証
が
1
人
1
枚
あ
る

の
で
、
家
族
で
同
じ
時
間
で
も
別
々

の
医
療
機
関
に
か
か
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
ま
た
、
銀
行
の
カ
ー
ド
な
ど

と
同
じ
大
き
さ
な
の
で
、
財
布
な
ど
に

入
れ
や
す
く
な
り
ま
す
。
10
月
1
日
か

ら
は
、
自
分
の
保
険
証
を
持
っ
て
医
療

機
関
等
に
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。
世
帯

ご
と
の
保
険
証
は
使
え
ま
せ
ん
の
で
ご

注
意
く
だ
さ
い
。
カ
ー
ド
の
保
険
証
は
、

な
く
さ
な
い
よ
う
大
切
に
保
管
し
て
く

だ
さ
い
。

　

長
年
、
会
社
や
役
所
な
ど
に
勤
め
て

い
た
方
で
退
職
し
、
現
在
被
用
者
年
金

（
厚
生
年
金
な
ど
）
を
も
ら
っ
て
い
る

方
が
国
保
に
加
入
し
た
と
き
は
、
「
退

職
者
医
療
制
度
」
に
よ
る
医
療
を
受
け

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
平
成
20
年
4
月

か
ら
は
、
そ
の
対
象
年
齢
が
65
歳
未
満

に
な
り
ま
す
。
現
在
、
「
退
職
者
医
療

制
度
」
を
受
け
て
い
る
65
歳
以
上
の
被

保
険
者
の
方
（
平
成
20
年
3
月
ま
で
に

65
歳
に
到
達
す
る
方
を
含
む
）
は
、
平

成
20
年
4
月
か
ら
は
、
一
般
の
国
保
加

入
者
と
な
り
ま
す
。
一
般
の
保
険
証
は

平
成
20
年
3
月
ご
ろ
送
付
す
る
予
定
で

す
。
ま
た
、
平
成
20
年
4
月
以
降
に
65

歳
に
到
達
す
る
退
職
者
医
療
制
度
の
方

は
、
誕
生
月
に
一
般
の
保
険
証
を
送
付

す
る
予
定
で
す
。

問
い
合
わ
せ
先

　
　

福
祉
課　
　

３
６
６
・
７
１
１
６


